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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に対し設けられ、識別情報を変動表示可能な可変表示装置の周囲を囲むセンター
フレームを備え、
　該センターフレームは、
　当該センターフレームの下部に設けられ、自身の上面を遊技球が転動可能となっている
ステージ部と、
　当該センターフレームの側部に設けられ、入口部から流入した遊技球を出口部を介し前
記ステージ部へと案内可能になっている遊技球流路とを具備する遊技機であって、
　前記遊技球流路内部に、前記遊技球の流下状態を変更する流下状態変更部を有しており
、
　さらに、前記センターフレームには、前記遊技球流路の入口部・出口部とは別に、前記
流下状態変更部よりも遊技球流下方向の上流側に開口部を設け、当該開口部から、前記流
下状態変更部の少なくとも一部を視認可能とし、
　前記遊技球流路の入口部は、前記センターフレームの前記遊技盤への取付状態における
当該遊技盤の前面よりも前側において前記センターフレームの上部又は側部に設けられて
おり、
　前記開口部は、前記センターフレームの前記遊技盤への取付状態における当該遊技盤の
前面よりも後側において前記センターフレームに設けられていることを特徴とする遊技機
。
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【請求項２】
　前記流下状態変更部は、前記遊技球流路を構成する後側パネルから前面側へ突出し、前
記遊技球の流下速度及び流れ方向の変更を担うリブであることを特徴とする請求項１に記
載の遊技機。
【請求項３】
　前記遊技機はパチンコ機であることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、遊技機の一種として、遊技盤面上における遊技球の挙動に起因して種々の遊技状
態が導出されるパチンコ機が知られている。このようなパチンコ機で遊技を行う遊技者は
、所定の遊技状態の導出を期待し、遊技盤面上の遊技球の挙動に期待感を持って注目する
。
【０００３】
　そして、遊技者に遊技球の挙動を視認させ興趣の向上を図るため、可変表示装置を囲む
センターフレームの下部などに、遊技球が転動可能なステージを設けたパチンコ機が見受
けられる。このようなセンターフレームには、その上部からステージへ遊技球を導くため
の遊技球流路が設けられることがあった。
【０００４】
　さらに、遊技球流路を通過して流下する遊技球の速度を抑えるため、あるいは、遊技球
の動きに変化を持たせるため、遊技球流路内部に、遊技球の流下状態を変更する流下状態
変更部を備えることが考えられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　この流下状態変更部は、繰り返される遊技球の接触により、埃などが付着して汚れるこ
とが多い。流下状態変更部に汚れが付着すれば、この部分に遊技球がつまったりする可能
性も高くなり、遊技の興趣を損なうことにもなりかねない。
【０００６】
　しかしながら、この流下状態変更部は、その保守が困難であった。
【０００７】
　本発明は、このような遊技球流路に配置される流下状態変更部に対する保守が容易な遊
技機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
　上記の目的を達成するために、本発明においては、
　遊技盤に対し設けられ、識別情報を変動表示可能な可変表示装置の周囲を囲むセンター
フレームを備え、
　該センターフレームは、
　当該センターフレームの下部に設けられ、自身の上面を遊技球が転動可能となっている
ステージ部と、
　当該センターフレームの側部に設けられ、入口部から流入した遊技球を出口部を介し前
記ステージ部へと案内可能になっている遊技球流路とを具備する遊技機であって、
　前記遊技球流路内部に、前記遊技球の流下状態を変更する流下状態変更部を有しており
、
　さらに、前記センターフレームには、前記遊技球流路の入口部・出口部とは別に、前記
流下状態変更部よりも遊技球流下方向の上流側に開口部を設け、当該開口部から、前記流
下状態変更部の少なくとも一部を視認可能とし、
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　前記遊技球流路の入口部は、前記センターフレームの前記遊技盤への取付状態における
当該遊技盤の前面よりも前側において前記センターフレームの上部又は側部に設けられて
おり、
　前記開口部は、前記センターフレームの前記遊技盤への取付状態における当該遊技盤の
前面よりも後側において前記センターフレームに設けられていることを特徴とする。
　また、前記流下状態変更部は、前記遊技球流路を構成する後側パネルから前面側へ突出
し、前記遊技球の流下速度及び流れ方向の変更を担うリブであることとしてもよい。
　また、前記遊技機はパチンコ機であることとしてもよい。
　本発明によれば、遊技球流路に配置される流下状態変更部に対する保守が容易となる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　手段１．遊技盤に、入口部から流入した遊技球を出口部を介し遊技領域の所定部分へと
案内可能となっている遊技球流路を備えた遊技機であって、
　前記遊技球流路内部に、前記遊技球の流下状態を変更する流下状態変更部を有しており
、
　さらに、前記遊技球流路の入口部・出口部とは別に、前記流下状態変更部の保守を行う
ための開口部を設けたことを特徴とする遊技機。
【００１０】
　手段１によれば、遊技球流路の入口部・出口部とは別に、遊技球流路内の流下状態変更
部の保守を行うための開口部を設けたため、遊技球流路内部に流下状態変更部が配置され
ていても、開口部を介して流下状態変更部に対する保守を容易に行うことができる。
【００１１】
　なお、流下状態の変更には、遊技球の流下速度の変更や、流路の変更などが含まれる（
以下の手段でも同じ）。また、上述した遊技球流路は、略直線状の流路となっていること
も考えられるし、湾曲した流路となっていることも考えられる（以下の手段でも同じ）。
特に遊技球流路が湾曲している場合においては、入口部・出口部を介した保守が困難とな
るため、大きな効果を奏する。
【００１２】
　手段２．遊技盤の遊技領域に設けられる枠体を備え、該枠体は、当該枠体の下部に取付
けられ、自身の上面を遊技球が転動可能となっているステージ部と、当該枠体の側部に設
けられ、入口部から流入した遊技球を出口部を介し前記ステージ部へと案内可能になって
いる遊技球流路とを具備してなる遊技機であって、
　前記遊技球流路内部に、前記遊技球の流下状態を変更する流下状態変更部を有しており
、
　さらに、前記遊技球流路の入口部・出口部とは別に、前記流下状態変更部の保守を行う
ための開口部を前記枠体に設けたことを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段２では、枠体を備えており、この枠体が、遊技球の転動を許容するステージ部、及
び、入口部から流入した遊技球をステージ部へ導く遊技球流路を具備してなる。
【００１４】
　ここで特に、遊技球流路の入口部・出口部とは別に、遊技球流路内の流下状態変更部の
保守を行うための開口部を枠体に設けたため、遊技球流路内部に流下状態変更部が配置さ
れていても、開口部を介して流下状態変更部に対する保守を容易に行うことができる。特
に遊技球流路が湾曲している場合においては、入口部・出口部を介した保守が困難となる
ため、大きな効果を奏する。
【００１５】
　なお、「前記入口部は、前記枠体の上部又は側部に設けられていること」としてもよい
。
【００１６】
　手段３．手段２において、前記枠体は、識別情報を変動表示可能な可変表示装置の周囲
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を囲むセンターフレームによって構成されていることを特徴とする遊技機。
【００１７】
　手段４．手段２又は３において、前記開口部は、前記枠体を前記遊技領域に取り付けた
状態で、前記流下状態変更部の保守が可能となるよう設けられていることを特徴とする遊
技機。
【００１８】
　手段４によれば、遊技領域に設けられる枠体を、当該遊技領域から取り外すことなく、
開口部を介した保守が可能となるため、流下状態変更部に対する保守が容易になる。
【００１９】
　手段５．手段１乃至４のいずれかにおいて、前記開口部は、前記流下状態変更部の清掃
を行うための清掃孔であることを特徴とする遊技機。
【００２０】
　手段５によれば、開口部が流下状態変更部の清掃を行うための清掃孔となっているため
、例えば綿棒などを用いることにより、開口部を介して、流下状態変更部の清掃を行うこ
とができる。
【００２１】
　その結果、繰り返される遊技球の接触により、埃などが付着して、流下状態変更部が汚
れることを適切に防止できる。これによって、遊技球がつまったりする可能性を低くする
ことができ、遊技の興趣を損なうことを防止できる。
【００２２】
　手段６．手段１乃至５のいずれかにおいて、前記開口部は、前記流下状態変更部の点検
を行うための点検孔であることを特徴とする遊技機。
【００２３】
　手段６によれば、開口部が流下状態変更部の点検を行うための点検孔となっているため
、湾曲した遊技球流路内部に流下状態変更部が配置されていても、開口部を介して、流下
状態変更部に対する点検を容易に行うことができる。
【００２４】
　手段７．手段６において、前記点検孔は、前記流下状態変更部が汚れているか否かを点
検するためのものであることを特徴とする遊技機。
【００２５】
　手段７によれば、点検孔を介して流下状態変更部が汚れているか否かの点検を行うこと
ができ、適切なタイミングで清掃などを行うことができる。
【００２６】
　手段８．手段６又は７において、前記点検孔は、前記流下状態変更部が破損しているか
否かを点検するためのものであることを特徴とする遊技機。
【００２７】
　流下状態変更部は、繰り返される遊技球の接触により、破損することが考えられる。こ
の点、手段８によれば、点検孔を介して流下状態変更部が破損しているか否かの点検を行
うことができ、破損した状態にあることを速やかに発見することができる。
【００２８】
　手段９．手段１乃至８のいずれかにおいて、前記開口部は、前記流下状態変更部に留ま
った遊技球を再び流下させるための流下強制孔であることを特徴とする遊技機。
【００２９】
　手段９によれば、開口部が流下状態変更部に留まった遊技球を再び流下させるための流
下強制孔となっているため、湾曲した遊技球流路内部の流下状態変更部に遊技球がつまっ
た場合でも、開口部を介して、その遊技球を再び流下させることができる。例えば、棒状
の部材を差し込んで、遊技球を遊技球流路の出口部より排出するという具合である。つま
り、遊技の途中に発生する不具合にも迅速に対応することができ、遊技の興趣が損なわれ
ることを防止できる。
【００３０】
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　手段１０．手段１乃至９のいずれかにおいて、前記開口部は、前記遊技球流路における
前記遊技球の前記流下状態変更部へ向かう流下方向の上流側に設けられていることを特徴
とする遊技機。
【００３１】
　特に流下状態変更部の破損は、球勢によって大きな衝撃がかかる部分に生じやすい。こ
の点、手段１０によれば、遊技球の流下方向の上流側に開口部が設けられているため、破
損しやすい部分の点検が容易に行える。その結果、適切な点検が可能となる。
【００３２】
　手段１１．手段１乃至１０のいずれかにおいて、前記開口部は、当該開口部を通して前
記流下状態変更部の少なくとも一部を視認可能に設けられていることを特徴とする遊技機
。
【００３３】
　上述したような開口部を介した点検は、例えば、綿棒などの棒状部材を用いて行うこと
が考えられる。これに対し、手段１１によれば、流下状態変更部の少なくとも一部が視認
できるように開口部が設けられているため、作業者は、自分の目で、流下状態変更部の点
検を行うことができる。これによって、流下状態変更部の清掃や点検を適切に行うことが
できる。
【００３４】
　手段１２．手段２乃至１０のいずれかにおいて、前記開口部は、前記枠体を前記遊技領
域に取り付けた状態で、当該開口部を通して前記流下状態変更部の少なくとも一部を視認
可能に設けられていることを特徴とする遊技機。
【００３５】
　手段１２によれば、手段１１の効果に加え、遊技領域に設けられる枠体を、当該遊技領
域から取り外すことなく、流下状態変更部が視認可能になっているため、流下状態変更部
に対する保守が容易になる。
【００３６】
　手段１３．手段１乃至１２のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ機であること。
中でも、パチンコ機の基本構成としては、「操作ハンドルを備えておりそのハンドル操作
に応じて遊技球を遊技盤面上に発射させ、遊技球が遊技盤を流下し、遊技盤に配設された
特定の入球手段に入球することに基づいて、所定条件が成立した場合には特別遊技価値が
付与されるもの」が挙げられる。
【００３７】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施の形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。
【００３８】
　図１に示すように、パチンコ機１は、外枠２と、該外枠２の前部に設けられ外枠２の一
側部にて開閉可能に支持された前面枠３とを備えている。
【００３９】
　前面枠３の前面側にはガラス扉枠４が開閉自在に設けられている。前面枠３の後側（ガ
ラス扉枠４の奥、外枠２の内側）には、遊技盤５が着脱可能に装着されている。
【００４０】
　ガラス扉枠４の下方には、遊技球Ｂを貯留するための球受皿としての上皿６が設けられ
ている。また、前面枠３の前面下部には、ほぼ中央部において球受皿としての下皿７が設
けられている。下皿７の側方には、遊技球発射用ハンドル８が設けられている。ハンドル
８は図示しない遊技球発射装置に連結されており、遊技者がハンドル８を回転させること
により、遊技球Ｂが遊技球発射装置から発射される。
【００４１】
　遊技盤５には、ルータ加工が施されることによって複数の開口部が形成されており、各
開口部には、普通入賞チャッカー１１、可変入賞装置１２、作動チャッカー１３、可変表
示装置１４、スルーチャッカー１５等が配設されている。
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【００４２】
　遊技盤５の一側部には、遊技球発射装置によって発射される遊技球Ｂを遊技盤５の上部
に案内する内レール１６ａ及び外レール１６ｂが設けられている。内レール１６ａの下端
部付近において、遊技盤５には遊技球Ｂを導出するアウト口１７が形成されている。そし
て、遊技盤５の下部に流下した遊技球Ｂの多くは、このアウト口１７を通って図示しない
球排出路へと案内される。本実施の形態では、遊技盤５のうち内レール１６ａ及び外レー
ル１６ｂによって囲まれ、可変表示装置１４等が配設された部分が、遊技球Ｂが流下可能
な遊技領域となっている。
【００４３】
　さて、可変表示装置１４は、液晶表示部２０と、該液晶表示部２０を囲むように設けら
れたセンターフレーム２１とを備えている。
【００４４】
　液晶表示部２０には、例えば左図柄列、中図柄列及び右図柄列の３つの表示列が表示さ
れる。各図柄列は識別情報としての複数の図柄によって構成されており、これら図柄が各
図柄列毎にスクロールするように可変表示される。
【００４５】
　より詳しくは、可変表示装置１４の下方に設けられた作動チャッカー１３に遊技球Ｂが
入球することに基づいて、可変表示装置１４の液晶表示部２０の図柄が可変表示される。
そして、停止された図柄の組合せが予め設定した特定の組合せとなった場合には特別遊技
価値が付与される。すなわち、大当たり状態が発生し、可変入賞装置１２の大入賞口が所
定の開放状態となり（具体的には所定時間、所定回数だけ開く）、遊技球Ｂが入賞しやす
い状態になる。なお、可変入賞装置１２は、通常、遊技球Ｂが入賞できない状態又は入賞
し難い状態になっている。
【００４６】
　また、周知のとおり、前記普通入賞チャッカー１１、可変入賞装置１２、作動チャッカ
ー１３に遊技球Ｂが入球することに基づいて、上皿６又は下皿７に対し所定数の景品球（
遊技球Ｂ）が払い出される。また、遊技盤５には、遊技球Ｂの流下方向を適宜分散、調整
等するために多数の釘（但し便宜上、符号を省略する）が植設されているとともに、風車
等の各種部材（役物）が配設されている。
【００４７】
　次に、上記センターフレーム２１について図２乃至図４を参照しつつ説明する。センタ
ーフレーム２１は、中央部が前後方向に貫通した前ベース枠２２及び後ベース枠２３を備
え、全体として枠体形状となっている。
【００４８】
　後ベース枠２３の中央部には前記液晶表示部２０に対応した略矩形状の窓枠部２４が形
成されている。窓枠部２４の周囲には、その前端部から遊技盤５に沿って略平板状の上板
部２５、右板部２６、左板部２７及び下板部２８が延出されている。
【００４９】
　上板部２５は、その左側周縁部が窓枠部２４の左上端部近傍から上方に向かって延び、
上側周縁部が窓枠部２４の左端部近傍から左右方向略中央部までの範囲にかけてほぼ窓枠
部２４の上辺部に沿って形成され、右側周縁部が前記上側周縁部の右端部近傍から窓枠部
２４の右上端部近傍に向けて下方に傾斜しているように形成されている。
【００５０】
　右板部２６は、その上側周縁部が上板部２５の右側周縁部から連なって右方向に向かっ
て下方へ傾斜し、右側周縁部が上側周縁部の右端部から窓枠部２４の右下端部近傍に向け
て緩やかに湾曲しているように形成され、全体として下方に向かうにつれ先細りした形状
となっている。
【００５１】
　左板部２７は、その上側周縁部が窓枠部２４左上端部近傍から左方向に向かって延び、
左側周縁部が窓枠部２４の上端部近傍から上下方向略中央部をやや過ぎた位置までの範囲
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においてほぼ窓枠部２４の左辺部に沿って形成され、下側周縁部が左側周縁部の下端部か
ら窓枠部２４の左下端部近傍に向けて緩やかに湾曲しているように形成されている。
【００５２】
　下板部２８の下側周縁部は左右両板部２６，２７の周縁部から連なるように下に凸の略
円弧形状となっている。
【００５３】
　さて、右板部２６には前後方向に貫通した右開口部３０が設けられている。右開口部３
０は右板部２６に対しかなりの領域を占め、その形状も右板部２６と略同一形状となって
いる。右開口部３０には当該右開口部３０と略相似形状の右透光パネル３１が取着されて
いる。右透光パネル３１は、略同一形状の前パネル３２、後パネル３３及び保護パネル３
４が重ね合わされた複層構造となっている。重ね合わせの順序は前方より保護パネル３４
、前パネル３２、後パネル３３の順となっている。各パネル３２，３３，３４は、本実施
の形態においては透光性を有する透明又は半透明の樹脂により形成されている。但し、前
パネル３２、後パネル３３は、透光性を有する部材で有れば、樹脂に限らず他の材質のも
の例えばガラス等でもよい。
【００５４】
　図５に示すように、前パネル３２の前面側（光の出射面側）、後パネル３３の背面側（
光の入射面側）には、それぞれ複数の直線状凸部３５が設けられている。本実施の形態で
は、前後両パネル３２，３３における各直線状凸部３５はその断面形状が略半円形状をな
し、所定方向に沿って延びている。詳しくは、前パネル３２では、鉛直方向に対して斜め
４５度左下がりの傾きに沿って延びた複数の直線状凸部３５が列状に並んでいる。後パネ
ル３３では、鉛直方向に対して斜め４５度右下がりの傾きに沿って延びた複数の直線状凸
部３５が列状に並んでいる。従って、前後両パネル３２，３３が重ね合わされた状態では
、前後両パネル３２，３３に設けられた直線状凸部３５は互いに略直交した状態となる。
なお、前後両パネル３２，３３における直線状凸部３５の配列ピッチは後述するＬＥＤ４
３の大きさと比較してより微細なものとなっている。
【００５５】
　同様に、左板部２７にも左開口部３７が設けられ、当該左開口部３７には左透光パネル
３８が取着されている。なお、左透光パネル３８の構成は、上記右透光パネル３５と略同
一のためその説明を省略する。
【００５６】
　一方、後ベース枠２３の背面側には各種電飾部材が取着されている。詳しくは、右板部
２６の背面側には電飾部材を配設するための右側部取付部材４０が取着されている。右側
部取付部材４０は、電飾部材が係止される係止板４１と、当該係止板４１から前方に向け
て突出した複数の支柱部４２とを有している。右側部取付部材４０は、各支柱部４２の先
端が右板部２６の背面に当接した状態で所定の固定手段により固定されている。従って、
電飾部材が前記右透光パネル３１から所定間隔をおいて配置されることとなる。本実施の
形態では、電飾部材として、係止板４１の前面側において複数のＬＥＤ４３を有する右側
部ＬＥＤ基板４４が取着されている。
【００５７】
　一方、左板部２７の背面側にも同様に、左側部ＬＥＤ基板４５が左側部取付部材４６を
介して取着されている。従って、左側部ＬＥＤ基板４５も同様に左透光パネル３８から所
定間隔をおいて配置されることとなる。
【００５８】
　さらに、上板部２５の右側周縁部及び右板部２６の上側周縁部の上方の後方位置におい
て、右上側部ＬＥＤ基板４７が右上部取付部材４８を介して取着されている。なお、右上
部取付部材４８も係止板５０及び複数の支柱部４９を有しており、各支柱部４９の先端は
上板部２５又は右板部２６の背面に当接状態で固定されている。また、右上部取付部材４
８の係止板５０は、前記右側部取付部材４０の係止板４１と略面一となるように配置され
ている。従って、右上部ＬＥＤ基板４７の配置位置と、右側部ＬＥＤ基板４４の配置位置
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とは前後方向に略同一位置となっている。
【００５９】
　さて、前ベース枠２２は、その下部において上記遊技盤５の開口部にはめ込まれる嵌込
み部５１と、その上部において嵌込み部５１と連なった上梁部５２とを備えている。嵌込
み部５１は、右板部２６の右側周縁部、左板部２７の左側周縁部及び下板部２８の下側周
縁部に沿って形成され、略Ｕ字形状となっている。嵌込み部５１及び上梁部５２の周囲に
は遊技盤５面上に配設される複数のフランジ部５３が形成されている。
【００６０】
　上梁部５２は、その両側部が嵌込み部５１の左右両端部より略上方に向かって延出され
、その中央部が上に凸の略円弧形状となっている。上梁部５２の前面側には、当該上梁部
５２のほぼ全域において、前方に向けて突出した天井部５４が設けられている。天井部５
４の頂上部には遊技球Ｂが通過可能な開口部５５が形成されている。
【００６１】
　上梁部５２の左側部には内方向に延出された下垂部５７が設けられている。下垂部５７
の下側周縁部は、上梁部５２の左端部近傍から右方向に向けて延び、右方向に向かうにつ
れ上方に向けて緩やかに湾曲し、さらに右方向に向かうにつれ徐々にその傾きが略水平方
向、斜め右下方向へとなるように緩やかに湾曲した形状となっており、その右端部が前記
開口部５５の右端部の下方位置をやや越えた位置まで達している。また、開口部５５の右
端部近傍から下方へ延出された下垂部５７の右側周縁部は、所定位置より前記下側周縁部
の右端部に向けて斜め右下がりに傾斜している。
【００６２】
　下垂部５７の前面側には各種役物が取着され、背面側には前記役物を駆動させる駆動機
構が設けられている。詳しくは、図６に示すように、下垂部５７の背面側には取付凹部６
０が形成されている。取付凹部６０内には駆動伝達部材６１が左右方向に摺動可能に取着
されている。駆動伝達部材６１は、上下方向に延びる縦軸部６２と、縦軸部６２の下端部
より左側（図６における右側）へ摺動方向に沿って延びる左操作部６３と、縦軸部６２の
上端部より右側へ摺動方向に沿って延びる右操作部６４とから構成されている。
【００６３】
　縦軸部６２には前後方向に貫通し上下方向に長い縦長孔６５が設けられている。左操作
部６３と右操作部６４にはそれぞれ前後方向に貫通し摺動方向に長い左長孔６６、右長孔
６７が形成されている。当該長孔６６，６７にはそれぞれ下垂部５７の背面側から突出し
たボス６９，７０が差し込まれている。
【００６４】
　下垂部５７には、ボス６９の左側、ボス７０の右側においてそれぞれ前後方向に貫通し
摺動方向に長い略円弧状の左円弧長孔７１、右円弧長孔７２が形成されている。各円弧長
孔７１，７２は下に凸となる円弧形状となっている。
【００６５】
　円弧長孔７１，７２に対応するように、左操作部６３及び右操作部６４の先端部にはそ
れぞれ前後方向に貫通し上下方向に長い左端長孔７３、右端長孔７４が形成されている。
【００６６】
　下垂部５７の背面側には、前記取付凹部６０を覆い、駆動伝達部材６１の脱落を防止す
る取付カバー７５が取着されている（図２等参照）。取付カバー７５には、上記縦軸部６
５の位置に対応して前後方向に貫通した略円形の開口部７５ａが形成されている。
【００６７】
　取付カバー７５の背面側には開口部７５ａの後方においてモータ７６が取着されている
。モータ７６の回転軸の先端部には開口部７５ａに差し込まれる円盤体７７が取着されて
いる。円盤体７７の前面側にはモータ７６の回転軸線上から外れた位置において前方へ突
出した棒状凸部７８が設けられている。棒状凸部７８は上記縦長孔６５に差し込まれてい
る。
【００６８】
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　一方、下垂部５７の前面側には複数の薄板状の装飾パネル８０が取着され、その前面側
には上記左円弧長孔７１、右円弧長孔７２の位置に対応してそれぞれ、宇宙船をモチーフ
にした大可動部材８１、中可動部材８２が回動可能に軸支されている。なお、各装飾パネ
ル８０には左円弧長孔７１、右円弧長孔７２に対応した図示しない孔部が形成されている
。さらに、中可動部材８２の右側には、宇宙船をモチーフにした小可動部材８３が取着さ
れている。下垂部５７の前面側には、透明又は半透明の役物カバー８５が取着されている
。役物カバー８５は、下垂部５７と略同一形状で断面凹形状に構成されており、その右側
壁部８６は下垂部５７の右側周縁部に沿って傾斜している。
【００６９】
　ここで大可動部材８１及び中可動部材８２に関連した構成部分について詳しく説明する
。大可動部材８１及び中可動部材８２の上部にはそれぞれ前後方向に貫通した軸孔８７，
８８が形成されている。軸孔８７，８８にはそれぞれ軸棒８９，９０が差し込まれている
。下垂部５７の前面側及び役物カバー８５の背面側には、軸棒８９を受ける一対の軸受け
部９１，９２、軸棒９０を受ける一対の軸受け部９３，９４がそれぞれ相対向するように
形成されている。
【００７０】
　大可動部材８１及び中可動部材８２の背面側には、それぞれ軸孔８７，８８の下方にお
いて、上記左円弧長孔７１、右円弧長孔７２の位置に対応するように棒状の操作子９５，
９６が後方に向けて突出形成されている。操作子９５，９６はそれぞれ左円弧長孔７１、
右円弧長孔７２を介して上記左端長孔７３、右端長孔７４に差し込まれている。
【００７１】
　上記構成に基づき、モータ７６が回転すると、この回転動作が円盤体７７を介して駆動
伝達部材６１に伝達され、駆動伝達部材６１が左右方向に往復動する。そして、駆動伝達
部材６１の往復動作が操作子９５，９６を介して大可動部材８１、小可動部材８３に伝達
される。大可動部材８１、小可動部材８３は軸棒８９，９０を中心に往復回動する。
【００７２】
　さて、下垂部５７の下部には、前ベース枠２２の左右方向略中央部において報知表示部
１００が取着されている。報知表示部１００は、下垂部５７に固定された基部１０１と、
基部１０１の前面側に取着された透光性レンズ１０２と、透光性レンズ１０２の前面側を
覆う被覆部１０３と、基部１０１の背面側に取着された報知用ＬＥＤ基板１０４とにより
構成されている。
【００７３】
　報知用ＬＥＤ基板１０４には複数のＬＥＤ１０５が設けられている。基部１０１には各
ＬＥＤ１０５に対応した複数の孔部１０６が形成され、透光性レンズ１０２の前面側には
各ＬＥＤ１０５に対応して複数の絵柄が象られている。被覆部１０３には前記各絵柄と略
同一形状の絵柄孔１０７が形成されている。
【００７４】
　下垂部５７の右側には、上記嵌込み部５１の右端部より上記右板部２６の上側周縁部に
沿って延出された天板部１１０が設けられている。天板部１１０の先端部は下垂部５７の
右端部に連接されている。天板部１１０の略中央部には上下方向に貫通した監視孔１１２
が形成されている。これにより、下垂部５７の右側において長窓部１１３が形成される。
長窓部１１３は上記右上部ＬＥＤ基板４７の前方に位置している。
【００７５】
　長窓部１１３には当該長窓部１１３と略同一形状の右上透光パネル１１５が取着されて
いる。なお、右上透光パネル１１５の構成は、上記右透光パネル３１や左透光パネル３８
とほぼ同様のためその説明を省略する。
【００７６】
　さて、前ベース枠２２の右側部には、前記右透光パネル３１及び右上透光パネル１１５
の前面側を覆うように透光性を有するレンズカバー１１７が取着されている。本実施の形
態では、レンズカバー１１７と、右透光パネル３１及び右上透光パネル１１５とよって囲
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まれた空間部分によって、上記開口部５５を通過した遊技球Ｂをセンターフレーム２１下
部へと案内する遊技球流路が形成される。
【００７７】
　レンズカバー１１７は、その前面部において、前ベース枠２２の右内側部に沿って湾曲
形成された右レンズ部１１８と、右レンズ部１１８の左側部に沿って形成された中レンズ
部１１９と、中レンズ部１１９の左側部に沿って形成された左レンズ部１２０とを有して
いる。
【００７８】
　各レンズ部１１８，１１９，１２０は、その上端部が上記天井部５４にまで達しており
、左右方向の幅が下方に向かうにつれ先細りしている。右レンズ部１１８及び中レンズ部
１１９の下端部は上記窓枠部２４の右下端部近傍にまで達しており、左レンズ部１２０の
下端部は右中レンズ部１１８，１１９の下端部よりやや上方に位置している。
【００７９】
　また、前後方向に対して、各レンズ部１１８，１１９，１２０は、下方に向かうにつれ
その前面部がより後方へ位置するように緩やかに湾曲している。各レンズ部１１８，１１
９，１２０の上端部近傍における前面部は天井部５４の前端部近傍に位置している。右レ
ンズ部１１８及び中レンズ部１１９の下端部は窓枠部２４の前後方向略中央部に位置して
おり、左レンズ部１２０の下端部は右板部２６の前面部近傍に位置している。
【００８０】
　左レンズ部１２０の左側部には、当該左側部から後方へ延出された左側壁部１２１が設
けられている。左側壁部１２１の外面には前後方向に沿って延びた複数の直線状凸部１２
２が列状に並んで形成されている。
【００８１】
　左側壁部１２１は、上記下垂部５７の右端部（上記天板部１１０）より上部分が下垂部
５７の形状に合わせて切り欠かれ当該下垂部５７に当接し、それより下部分が前記右板部
２６に当接している。
【００８２】
　左レンズ部１２０の右側部と中レンズ部１１９の左側部との間には段差が形成されてお
り、中レンズ部１１９がより前方に位置している。当該段差部分には中側壁部１２３が形
成されている。
【００８３】
　同様に、中レンズ部１１９の右側部と右レンズ部１１８の左側部には段差が形成されて
おり、右レンズ部１１８がより前方へ位置している。当該段差部分には右側壁部１２４が
形成されている。また、中右側壁部１２３，１２４の外面には、左側壁部１２１同様に、
複数の直線状凸部１２２が形成されている。なお、中側壁部１２３の下端部は遊技球Ｂが
通過可能なように切り欠かれている。
【００８４】
　左レンズ部１２０の上端部には、上記天井部５４と役物カバー８５との前面側の隙間を
覆う被覆部１２５が設けられている。
【００８５】
　レンズカバー１１７の背面側には、右レンズ部１１８及び中レンズ部１１９を仕切る右
リブ１２６と、中レンズ部１１９及び左レンズ部１２０を仕切る左リブ１２７とが設けら
れている。これにより、レンズカバー１１７には、右レンズ部１１８、中レンズ部１１９
、左レンズ部１２０の背面側において、それぞれ遊技球Ｂが通過可能な右溝部１２８、中
溝部１２９、左溝部１３０が形成される。
【００８６】
　右リブ１２６及び左リブ１２７は、上記天板部１１０より上部分が切り欠かれ上記右上
透光パネル１１５に当接し、それより下部分の一部が上記右透光パネル（保護パネル３４
）に当接している。
【００８７】
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　右リブ１２６の長手方向略中央部より下部全域が切り欠かれ、右溝部１２８と中溝部１
２９との間を遊技球Ｂが通過可能となっている。また、左リブ１２７の下端部近傍におけ
る一部分が切り欠かれ、中溝部１２９と左溝部１３０との間を遊技球Ｂが通過可能となっ
ている。
【００８８】
　一方、保護パネル３４の前面側には、右リブ１２６及び左リブ１２７の切り欠き部分に
対応して、誘導リブ１３３と規制リブ１３４とが設けられている。誘導リブ１３３は、遊
技球Ｂを左溝部１３０から中溝部１２９へと誘導可能なように段階的にその傾斜角度を変
化させつつ右下がりに形成されている。規制リブ１３４は、誘導リブ１３３によって誘導
される遊技球Ｂの右方向へ動きを規制するように上下方向に沿って形成されている。
【００８９】
　上記構成により、上記開口部５５を通過した遊技球Ｂは、上記役物カバー８５の右側壁
部８６に沿って右方向へ流下し、左溝部１３０内へと導かれる。当該遊技球Ｂは左溝部１
３０に沿って流下し、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４によって中溝部１２９へと導か
れる。そして、当該遊技球Ｂは右溝部１２８又は中溝部１２９に沿って流下し、上記中側
壁部１２３の切り欠き部より後述するステージ部１４５へと排出される。
【００９０】
　一方、後ベース枠２２の左板部２７（左透光パネル３８）の前面側には、装飾カバー１
３８が取着されている。装飾カバー１３８は、上記レンズカバー１１７の下部と略左右対
称形状となっている。
【００９１】
　さて、嵌込み部５１の下部には、上記下板部２８の下側周縁部の形状に合わせて凹部１
４０が形成されている。凹部１４０の左右方向略中央部には、遊技球Ｂを上記作動チャッ
カー１３の方へ誘導可能な誘導路１４１が形成されている。誘導路１４１は、後部が遊技
球Ｂほぼ１つ分の幅に、前部が遊技球Ｂ複数個分の幅に構成されている。また、誘導路１
４１の前端部には遊技球Ｂが通過可能な開口部１４２が形成されている。
【００９２】
　嵌込み部５１の下部には、凹部１４０を覆うステージ部１４５が取着されている。ステ
ージ部１４５は、左右方向に沿って左右両端部から中央部に向かうにつれ下方へ傾斜し、
さらに中央に向かうにつれ上方へ傾斜し、左右方向中央部が凸状に形成されている。当該
左右方向中央部（頂上部）には後方に向けて傾斜した傾斜部１４６が形成されている。一
方、後ベース枠２３には、傾斜部１４６に対応するように、窓枠部２４及び下板部２８の
左右方向略中央部において誘導溝１４７が形成されている。誘導溝１４７は誘導路１４１
の後部に連通している。
【００９３】
　上記構成により、例えば上記遊技球流路より排出された遊技球Ｂはステージ部１４５上
を転動する。一部の遊技球Ｂは傾斜部１４６、誘導溝１４７及び誘導路１４１を通って上
記作動チャッカー１３の方へ誘導される。
【００９４】
　以上、センターフレーム２１について詳述したが、本実施の形態における特徴的な構成
は、右板部２６の上側周縁部に沿って延出された天板部１１０の略中央部に監視孔１１２
が設けられていることにある（図４参照）。
【００９５】
　上述したように、右透光パネル３１を構成する保護パネル３４の前面側には、レンズカ
バー１１７の背面側に設けられた右リブ１２６及び左リブ１２７の切り欠き部分に対応し
て、誘導リブ１３３と規制リブ１３４とが設けられている。右板部２６に、保護パネル３
４が取り付けられた様子を、図７に示した。
【００９６】
　センターフレーム２１が組み立てられた状態にあっては、レンズカバー１１７の右リブ
１２６及び左リブ１２７は、天板部１１０より下部分の一部が保護パネル３４に当接する
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。したがって、右リブ１２６及び左リブ１２７の切り欠き部分に配置される誘導リブ１３
３及び規制リブ１３４は、丁度、天板部１１０の下方に配置されることになる。
【００９７】
　このとき、上記監視孔１１２は、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４の少なくとも一部
を視認可能となるように、天板部１１０の略中央部分に設けられている。本実施の形態で
は、図７に示すように、誘導リブ１３３の僅かに左側上方に設けられている。これは遊技
球Ｂの各リブ１３３，１３４へ向かう流下方向Ｌの上流側位置となっている。図７中には
、天板部１１０を二点鎖線で示し、天板部１１０に設けられる監視孔１１２を破線で示し
た。
【００９８】
　なお、本実施の形態におけるレンズカバー１１７と、天板部１１０と、右透光パネル３
１及び右上透光パネル１１５とよって形成される囲まれた空間部分によって形成される遊
技球流路が、上述した手段における「遊技球流路」に相当する。また、誘導リブ１３３及
び規制リブ１３４が「流下状態変更部」に相当し、ステージ部１４５が「ステージ部」に
相当する。そして、天板部１１０に設けられた監視孔１１２が「開口部」に相当する。
【００９９】
　次に、本実施の形態におけるパチンコ機１の発揮する効果を説明する。
【０１００】
　本実施の形態では、保護パネル３４に設けられた誘導リブ１３３及び規制リブ１３４の
少なくとも一部を視認可能となるように、天板部１１０の略中央部分に監視孔１１２が設
けられている（図７参照）。そのため、監視孔１１２を介して誘導リブ１３３及び規制リ
ブ１３４に対する保守を容易に行うことができる。
【０１０１】
　例えば、監視孔１１２は清掃孔として利用することができ、その場合、綿棒などを用い
ることにより、監視孔１１２を介して、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４の清掃を行う
ことができる。その結果、誘導リブ１３３や規制リブ１３４が汚れることを適切に防止で
きる。これによって、遊技球Ｂがつまったりする可能性を低くすることができ、遊技の興
趣を損なうことを防止できる。
【０１０２】
　特に近年、遊技盤５の中央に配置される液晶表示部２０の大型化により、遊技球の転動
領域が狭くなっている。そのため、ステージ部１４５に遊技球Ｂを誘導して、ステージ部
１４５上で遊技球Ｂを転動させ、その挙動により遊技者の興趣を高めるようにパチンコ機
１を構成することが多い。そのため、センターフレーム２１の上部からステージ部１４５
へ遊技球Ｂを導くための遊技球流路の重要性が高まり、遊技球Ｂの遊技球流路の通過確率
が高くなっている。これにより、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４に遊技球Ｂが接触す
る回数が多くなっており、この部分に埃などが付着する可能性が高くなっているのである
。したがって、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４に付着した汚れを適切に除去できるよ
うな監視孔１１２を設けることは、極めて大きな効果を奏する。
【０１０３】
　また例えば、監視孔１１２は点検孔として利用することができ、その場合、誘導リブ１
３３や規制リブ１３４が汚れているか否か、あるいは、破損しているか否かを点検するこ
とができる。これによって、適切なタイミングで清掃を行うことができ、また、破損した
状態にあることを速やかに発見することができる。特に本実施の形態では、監視孔を介し
て誘導リブ１３３又は規制リブ１３４の少なくとも一部が視認可能となるように、監視孔
１１２が設けられているため、作業者は自分の目で見て点検を行うことができる。その結
果、適切な清掃や点検が可能になる。
【０１０４】
　また、監視孔１１２は、天板部１１０、すなわち誘導リブ１３３及び規制リブ１３４に
対し、遊技球Ｂの流下方向Ｌの上流側に設けられている。特に破損は、球勢によって大き
な衝撃がかかる部分に生じやすい。この点、遊技球Ｂの上流側に監視孔１１２を設けてい
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るため、適切な破損状態の点検が可能になる。
【０１０５】
　一方、監視孔１１２から、例えば、棒状の部材を差し込んで、つまってしまった遊技球
を遊技球流路からステージ部１４５へ排出することが可能になる。つまり、遊技の途中に
発生する不具合にも迅速に対応することができ、遊技の興趣が損なわれることを防止でき
る。
【０１０６】
　尚、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１０７】
　（ａ）上記実施の形態では、監視孔１１２を、天板部１１０の略中央部分に設けている
。しかし、誘導リブ１３３や規制リブ１３４の保守を行うことができればよく、監視孔１
１２の配置位置は、天板部１１０に限定されるものではない。
【０１０８】
　（ｂ）また、監視孔１１２は、誘導リブ１３３及び規制リブ１３４の清掃、点検、さら
に、遊技球Ｂがつまった場合の排出作業に利用されていたが、いずれか一つを可能にする
ようなものとしてもよい。あるいは、これら以外の保守目的に利用されるものとしてもよ
い。
【０１０９】
　（ｃ）誘導リブ１３３は、段階的にその傾斜角度を変化させつつ右下がりに形成されて
おり、規制リブ１３４は、誘導リブ１３３によって誘導される遊技球Ｂの右方向へ動きを
規制するように上下方向に沿って形成されていた（図７参照）。そして、これら誘導リブ
１３３及び規制リブ１３４は、遊技球Ｂの流下速度及び流路の変更を担うものであったが
、このような形状の誘導リブ１３３や規制リブ１３４に限定されるものではない。つまり
、「流下状態変更部」は、遊技球Ｂに変化を与えるべく流下状態を変更する機能を有する
ものであればよい。
【０１１０】
　（ｄ）上記実施の形態では、液晶表示部２０の周囲を囲むセンターフレーム２１を枠体
として採用したが、他の役物を囲むものを枠体として採用することもできる。
【０１１１】
　（ｅ）上記実施の形態では、可変表示装置１４の表示部として液晶表示部２０を採用し
ている。しかし、これに限らず、他にも、ＣＲＴ、ドットマトリックス、ＬＥＤ（エレク
トロルミネッセンス）、蛍光表示管等を可変表示装置１４の表示部として用いてもよい。
【０１１２】
　（ｆ）上記実施の形態とは異なるタイプのパチンコ機にも適用してもよい。従って、可
変表示装置１４のないパチンコ機にも応用できる。また、本発明は、パチンコ機以外にも
雀球、アレンジボール等の遊技機にも応用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】センターフレームを示す斜視図である。
【図３】センターフレームを示す正面分解斜視図である。
【図４】センターフレームを示す背面分解斜視図である。
【図５】直線状凸部を示す図である。
【図６】駆動伝達部材等を示す図である。
【図７】保護パネルに設けられたリブと、天板部に設けられた監視孔との正面からの位置
関係を示す模式図である。
【符号の説明】
　１…遊技機としてのパチンコ機、５…遊技盤、１３…作動チャッカー、１４…可変表示
装置、２０…液晶表示部、２１…枠体としてのセンターフレーム、２２…前ベース枠、２
３…後ベース枠、２６…右板部、３０…右開口部、３１…右透光パネル、３４…保護パネ
ル、１１０…天板部、１１２…開口部としての監視孔、１１５…右上透光パネル、１１７
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…レンズカバー、１３３…流下状態変更部としての誘導リブ、１３４…流下状態変更部と
しての規制リブ、Ｌ…流下方向。

【図１】 【図２】
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